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年 頭 挨 拶 

 

日本綿スフ織物工業連合会 

会 長  平 松 誠 治 

 

新年おめでとうございます。 

令和２年が始まりました。新しい時代とともに気持ちも高揚することの多かった昨年ですが、企

業収益は概して低迷し、設備投資や個人消費が伸び悩んだ結果が我々織物業にも少なからず

影を落とした一年でした。特に昨年後半からは発注や引き取りも低調で、非常に厳しい状況とな

りました。 

今年はオリンピックの上昇気流に乗って、輸入にやられっぱなしの平成から、反転上昇の令

和へ確実な一歩を踏み出すべく、綿・スフ織物業、繊維産業全体の事業環境改善等に取り組ん

でいく所存です。 

具体的には、官民一体となって取り組んでいる下請適正取引の推進です。また、織布運転の

技能実習第３号（５年）へのすみやかな移行と改正入管法での在留資格である特定技能１号（単 

純作業）に繊維業を入れることを引き続き関係機関に働きかけていく所存です。税制等につ

 

「年頭挨拶」平松誠治（日本綿スフ織物工業連合会会長）／「年頭所感」高田修三（経済産業

省製造産業局長）／「年頭所感」前田泰宏（中小企業庁長官）／「年頭所感」杉浦宏美（経済

産業省製造産業局生活製品課長）／ＪＥＴＲＯ「欧米向けテキスタイル輸出展示商談会」開催／ 

ＳＣＭ推進協議会「第２回取引改革委員会」開催／日本繊維産業連盟常任委員会開催／技

能実習適正化推進委員会・取引適性化推進委員会開催／一般財団法人日本綿業振興会

「企画委員会」開催／令和元年度補正予算案閣議決定／令和２年度予算案閣議決定／経

産省「第三者承継支援総合パッケージ」 を策定／令和２年度税改正案閣議決定／ＥＰＡ・ＴＰＰ

の動向／特許公開情報 

 

 

 

主 な 内 容 
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いては事業所税の廃止と高年齢雇用継続給付金の延長を要望してまいります。 

翻って、工連における下請適正取引への第一歩は、自社の強みに気づき、企業価値を正しく

認識することだと考えます。現在生き残っている企業は皆何がしかの強みを持っていますが、自

らの強みを自覚していない企業が多いように思います。それぞれの強みに気づき、存在価値を

正しく認識する。それこそが反転上昇へのターニングポイントであり、自社の強みを把握できれ

ば方向性が見えてきます。 

そして、その手段が産地交流、企業間交流です。工連では産地交流、企業間交流を後押しし

て、その土壌づくりを進めてまいります。交流の先には産地を超えた様々な連携も考えられます。

例えば衣料と資材の連携によりサステイナブルな新しい素材が誕生することも考えられ、お互い

の強みを掛け合わせることは新たな可能性の発掘でもあります。 

今後は綿工連綿’ｓ倶楽部や産地組合だけでなく、産地を超えて目的を同じくするグループの

交流活動も促進したいと考えています。また、これまであった分科会的な活動も綿工連産地全

体に拡大し、より有機的な関係を構築したいと思います。 

一般財団法人での助成金事業も継続の予定です。今年度から申請書類の簡素化等を図った

ことにより、多くの企業が利用できるようになりました。生産性向上、新商品開発、販路開拓、人

材育成等、設備投資など頑張る仲間を応援していきます。 

これまで７年にわたって取り組んできました「綿織物産地素材展」は本年３月、第８回開催に向

けて現在出展者を募集しています。さらに若手経営者の育成や指導も工連の使命のひとつであ

ると考え、本年も若い後継者や社員を元気づけられるような取組みを推進し、縮小の続く織物業、

繊維産業に歯止めをかけ、若い人材が働きたいと思えるような事業環境の改善に取り組んでい

く所存です。 

令和二年元旦 

 
 

 

年 頭 所 感 

 

経 済 産 業 省 

製 造 産 業 局 長 

                                                 高 田 修 三 

 

 

明けましておめでとうございます。令和２年の年頭に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

まず、台風１５号、１９号など、昨年発生した自然災害において被災された全ての皆様に、心より 

お見舞いを申し上げます。また、産業界の皆様からは、生活支援物資の供給など、様々な形で
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被災地支援に御協力をいただき、改めて感謝申し上げます。 

 

 

(景況観) 

アベノミクスの進展により、我が国経済は長期にわたる回復を持続させており、ＧＤＰは名目・

実質ともに過去最大規模に達しています。また、雇用・所得環境も改善し、景況感の地域間のば

らつきも小さくなっているなど、地方経済は厳しいながらも前向きな動きが生まれ始めています。 

他方、製造業を取り巻く環境は大きく変化しており、これに対する対応を進め、不断の精進を

続けていく必要があります。 

 

(通商) 

まずはグローバル経済の変化への対応です。米中対立が顕在化し、保護主義的な動きが広

がるなど、通商を巡る国際的な動向に対し、昨年、私も多くの経営者の方々から、先行きの不透

明さを懸念する声を伺いました。 

これまで、日本は、いわゆるＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡを通じて、質の高い通商ルールを構築し

てまいりました。米国との日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定も本年より発効します。これ

からも自由貿易の旗手として、自由で公正なルールに基づく国際経済体制を主導する役割を果

たしていきたいと考えております。 

 

（第四次産業革命、デジタル化） 

また、デジタル経済の急激な進展への対応が不可欠です。ＡＩやＩｏＴといったデジタル技術の

進化により、第四次産業革命という大きな波が押し寄せています。競争力を維持、強化し続ける

には、この潮流に適切に対応していくことが肝要です。 

例えば、自動車産業では、「CASE」と呼ばれる 100 年に一度の変革期を迎えていると言われ

ております。これは、インターネット等を介して、情報と車の接続（Connected）、自動走行

（Autonomous）、シェアリングサービス（Shared）、電動化（Electric）が進み、自動車の使い方が

変化し、社会そのものの在り方にまで影響を及ぼすものです。付加価値を巡って様々なプレー

ヤーの競争が激化し、自動車産業における世界的な地位が大きく入れかわる可能性もあります。

リスクとして逡巡することなく、大きなビジネスチャンスと捉え、先手を打って行くことが必要です。

なお、高齢化社会における交通安全を高めていく観点から、サポートカーを導入する支援の適

切な執行にも取り組んでまいります。 

日本の強みともいえる素材産業においても、新しい開発手法の成果が生まれつつあります。 

これまでは、研究者の経験と勘に基づき、試行錯誤を繰り返し、革新的な素材を生み出してき 

ました。しかし、マテリアルズ・インフォマティクスと呼ばれる新しい開発手法では、ＡＩ等のデジタ 

 

ル技術を用いてビッグデータを分析することで、新しい素材を製造するためのレシピを知ることが 
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できます。開発期間の大幅な短縮につながり、まさにゲームチェンジが起こる可能性があります。 

生産現場においても、デジタル技術の活用は必須です。これまでも、日本の製造業は、産業

ロボットを導入し、世界最高レベルの生産性を誇っています。今後は、クラウド技術やＡＩ技術を

用いて、工場全体で最適制御していくことが求められます。更には、生産段階のみならず、開発、

設計段階を含めた最適化も必要となります。 

デジタル技術は、フロンティア分野でのビジネス創出にも役立ちます。宇宙産業では、衛星な

どから集められたビッグデータをプラットフォーム化し、新しいサービスを生み出す基盤として活

用する、宇宙利用産業の時代に突入しています。また、ドローンは、災害監視、インフラ保守な

ど様々な分野での活躍が期待されています。産業用ロボットも、工場の生産ラインだけでなく、サ

ービス分野といった私たちの生活に近いところまで広がるでしょう。空飛ぶクルマなど、ＳＦの世

界が近い未来のものとなりつつあります。 

今年は、５Ｇの導入もいよいよ本格化していくなど、デジタル化の動きが一層加速していくこと

は間違いありません。経済産業省製造産業局としても、産業界の皆様の取組を後押しすべく、

昨年末に決定した令和元年度補正予算案や令和２年度当初予算案において、先端的な技術

に関する研究開発、導入支援のための経費を計上させて頂きました。予算については国会での

ご審議をいただいた上で、予算以外の取組も含め、今年も、全力で産業界の取組を応援させて

いただきます。 

 

(人手不足) 

自由で公平な通商・貿易の推進、デジタル経済への対応と同時に、少子高齢化に伴う中長期

的な人材不足の問題も解決していく必要があります。特に製造業の現場では、いわゆる熟練工

など技術を持った人材の不足が指摘されています。 

ロボットの導入は、こういった問題を解決する一つの方策です。ロボットそのものの研究開発や

ロボットフレンドリーな環境の構築に取り組むとともに、中小企業向けの導入補助事業も強化して

いきます。あらゆる現場へのロボット導入などをサポートする人材の育成にも取り組んで行きます。 

外国人材の活用にも取り組む必要があります。昨年４月に、改正入管法が施行され、製造業

では３業種への特定技能外国人の受入れが開始されました。今年は、現地での試験を開始する

予定であり、受け入れの拡大に向けて環境整備に取り組みます。産業界の皆様にも、受け入れ

た外国人が円滑に過ごせるよう、引き続きご協力をお願いします。 

 

(下請等取引適正化) 

サプライチェーン全体での競争力強化を図る上で、取引適正化は重要な課題です。昨年来、

経済産業省製造産業局として、型管理問題や働き方改革に伴うしわ寄せ防止などに向けた取

組を精力的に進めてまいりました。具体的には、「型取引の適正化推進協議会」において、型の 
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廃棄年数など踏み込んだ内容を取りまとめ、規範性のある報告書に結実させた他、働き方改革

に伴うしわ寄せ防止のため、例年にない規模での周知徹底を行ってまいりました。 

本年も、取引適正化の更なる浸透に向け、発注側、受注側の相互理解・協力をより深く図るた

めに、周知徹底を強力に進めるとともに、自主行動計画未策定の業界を含め、幅広い業界の

方々とともに議論を深めていきたいと考えています。 

 

(福島) 

福島の復興は経済産業省の最重要課題です。製造産業局としても、福島県とともに、「福島イ

ノベーション・コースト構想」の中核となる福島ロボットテストフィールドの整備等に取り組んでいま

す。福島ロボットテストフィールドは、ドローンの飛行試験や災害ロボットの実証実験を行える場と

してニーズが高く、既に 120 以上の活用事例がございます。今春に全面開所予定であり、産学

官の関係者に広く活用いただきたいと考えています。 

加えて、今年には、ワールドロボットサミットを 8 月に福島で、10 月に愛知で開催いたします。

これは、世界中のロボット関係者が一堂に集まる、ロボットの研究開発及び社会実装を加速する

ための国際大会です。福島をロボットのイノベーションの中核地とすべく取り組んでまいります。 

また、福島の産業復興を進める観点から、産業界の皆様にも是非、福島での拠点立地を検討

いただければと考えております。経済産業省として、様々な支援メニューを用意していますので、

御関心のある方は、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。 

 

(万博) 

２０２５年に開催される大阪万博では「未来社会の実験場」をテーマにしています。多様な企

業の参画・共創をはかり、万博を通じてイノベーションの促進をはかります。日本国際博覧会協

会事務局において、実証・実装の場として活用する「未来社会」のアイディアを幅広く募集されて

いますので、是非ご検討下さい。 

 

 

今年は、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。前回の東京大会は、日本

の復興と成長のシンボルとなりました。製造業を取り巻く環境は、当時とは一変しており、複雑で

困難な課題にも多く直面しています。しかし、日本人と日本の製造業は、必ずや課題を克服して、

安定した成長を続けられると確信しております。 

そして、第三回東京大会の頃に、「前回大会の年が日本の飛躍の始まりであった。」と振り

返ってもらえるよう、私自身も微力ながら力を尽くしたいと思います。 

最後に、産業界の皆様の益々の発展と、令和２年が素晴らしい一年となることを祈念して、年

頭の御挨拶とさせていただきます。 
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年 頭 所 感 

 

中 小 企 業 庁 長 官 

前 田 泰 宏 

 

 

令和２年という新しい年を迎え、謹んで新春のご挨拶を申し上げます。 

 

中小企業・小規模事業者は、雇用の約７割を占め、日本経済の屋台骨であるのみならず、地

域コミュニティの支え役です。中小企業・小規模事業者の皆様が、高齢化、人手不足、人口減

少などの構造変化に加え、働き方改革や賃上げなど今後相次ぐ制度変更を乗り越えて躍進す

ることができるよう、中小企業庁では、思い切った支援や環境整備を図っていきます。 

 

 

【生産性向上支援】 

第一に、激変する経済社会環境への中小企業・小規模事業者の対応力を高めます。中小企

業・小規模事業者は、人手不足等の構造変化に加え、働き方改革や被用者保険の適用拡大、

賃上げ、インボイス導入など複数年度にわたり相次ぐ制度変更に対応が求められています。今

般の補正予算において、革新的な製品・サービス開発のための設備投資支援や、小規模事業

者に特化した販路開拓支援、ＩＴツールの導入支援を含め、生産性向上を継続的に支援するた

め、中小企業生産性革命推進事業を措置しました。これまでの支援策の、準備期間の不足や事

業期間の制約といった課題を解消し、働き方改革等の制度変更に対応する中小企業・小規模

事業者を後押します。 

 

【円滑な事業承継の促進】 

第二に、経営者の高齢化による事業承継問題に対しては、一昨年の法人版事業承継税制の

抜本拡充、昨年の個人版事業承継税制の創設と、主に親族内承継に対する支援策を大きく前

進させてきました。今後さらに、後継者不在の中小企業の黒字廃業を回避すべく、「第三者承継

支援総合パッケージ」として、中小企業支援機関や金融機関等と連携して、強力に進めていきま

す。加えて、事業承継の阻害要因となっている個人保証の慣行からの脱却を目指し、個人保証

の慣行は今の世代で断ち切るとの決意を持って、新たに経営者保証を不要とする信用保証制

度を創設します。さらに、専門家の確認を受けた場合には保証料を大幅に軽減する等、中小企

業・小規模事業者の円滑な事業承継を促します。 
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【取引構造の適正化】 

第三に、我が国を取り巻くグローバルな競争環境を踏まえ、業種別の取引構造について分析

を深めていき、大企業と中小企業・小規模事業者がともに稼げる「共存共栄モデル」を提示しま

す。あわせて、価格決定方法の適正化、コスト負担の適正化、支払条件の改善に加え、新たに

｢知財・ノウハウの保護｣、｢働き方改革に伴うしわ寄せ防止｣について検討し、対策を取りまとめて

まいります。 

 

【自然災害への対応】 

最後に、昨年は、８月末の九州豪雨、台風第 15 号や第 19 号等の自然災害による甚大な被

害に見舞われた年でした。資金繰り支援や自治体連携型補助金、グループ補助金など、出来る

ことはすべてやるという意気込みで被災者に寄り添った支援に取り組んでまいりました。引き続き、

被災地の事業者の皆様の復旧・復興に向け、支援策を講じていきます。加えて、将来の災害に

備え、中小企業・小規模事業者の防災・減災対策をさらに強化すべく、昨年成立した中小企業

強靱化法により事業者の取組を支援します。 

 

 

本年は、東京オリンピック・パラリンピック大会が開催され、世界中の注目が集まり、日本中が

熱気に包まれます。この熱気を背に、本年が、中小企業・小規模事業者の皆様にとって大きく飛

躍する年になるよう心より祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

年 頭 所 感 

 

経 済 産 業 省 

製造産業局生活製品課長 

                                                杉 浦 宏 美  

 

令和二年の年頭にあたり、謹んで新春のお慶び申し上げます。 

昨年は、大規模な災害に相次いで見舞われた年でした。生活製品課では、数次にわたり土

嚢袋、下着、寝具などの生活物資を被災地にお届けしました。その際、物資の提供に御協力い

ただいた事業者の皆様方にはこの場を借りて御礼申し上げるとともに、被災地の一日も早い復

旧・復興に向けて、政府一丸となって取り組んでまいります。 

さて、新しい令和の時代においても、繊維産業は、高度な技術力と感性によって、国内外の

消費者のニーズに対応した付加価値の高い製品・サービスを提供していくことが重要です。当
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省としては、我が国繊維産業が、私達の日々の暮らしをよくするとともに、社会的課題を解決す

ること等を通じて、国内産地が“世界の産地”として発展していくことを目指し、以下に挙げる取組

を重点的に進めてまいります。 

第一に、AI、IoT 等のデジタル技術の活用による生産性向上や高付加価値化です。心拍数な

どの生体情報を計測できるスマートテキスタイルは、ここ数年で開発が進み、建設現場作業員の

体調管理や乳幼児の見守りサービス等、その利用が広がっています。また、工場内のＩoＴ化に

よる生産工程の見える化といった取組も進展しています。さらに、IT を活用した受注生産をビジ

ネスモデルとするマスカスタマイゼーションの普及により、在庫ロスや廃棄リスクの低減が期待さ

れます。このようにデジタル技術は、生産の効率化や新規需要の開拓など、あらゆる場面で産業

の競争力強化、社会課題の解決等につながるものです。また、こうしたデジタル化の取組同士が

結びつけば、より高付加価値のソリューションを提供することが可能です。事業者の皆様による 

I oT 等のデジタル技術の積極的な活用を期待します。 

第二に、インバウンドを含めた海外市場の開拓です。昨年度は CPTPP（包括的及び先進的な

環太平洋パートナーシップ協定）や日欧経済連携協定が発効し、本年は日米貿易協定が発効

されます。このように自由貿易圏が広がる中、高機能・高性能繊維や高品質・高感性な日本の繊

維製品は、更なる輸出拡大が期待されます。また、本年は東京オリンピック・パラリンピックの開

催年であり、世界に日本の優れた繊維製品等を発信する絶好の機会です。政府としては、日本

貿易振興機構（ジェトロ）、中小企業基盤整備機構（中小機構）などの支援機関と連携し、海外

展開を図る中堅・中小企業などに対して、事業計画の策定から販路開拓に至るまでの総合的な

支援を提供する「新輸出大国コンソーシアム」を形成しています。今後も事業者の皆様に対し情

報提供や活用可能なツールの紹介を行うとともに、通商交渉・二国間協力等の環境整備に引き

続き取り組むなど、海外市場開拓を支援していきます。 

第三は、コンプライアンスの遵守です。繊維産業では、多くの外国人技能実習生を受け入れ

ていますが、残念ながら労働関係法規の違反事例が数多く報告されています。この問題に関し、

当省では、平成 30 年 3 月に関係業界団体等を構成員とする繊維産業技能実習事業協議会を

設置し、同年 6 月に「繊維産業における外国人技能実習の適正な実施等のための取組」を決定

しました。繊維業界におかれては、本決定に基づき、技能実習にかかる法令遵守等の徹底及び

取引適正化の推進に取り組んでいただくことが必要です。 

第四は、上記と関連しますが、サステナビリティです。従来の価格、品質、安全に加え、環境

や労働者の人権への配慮といったサステナビリティの実現が強く求められています。企業がサス

テナビリティに取り組むことは、社会課題の解決に貢献するとともに、国内外での新たなビジネス

チャンスを生み出すきっかけとなるものです。さらに多くの企業が積極的にサステナビリティに取

り組まれることを期待します。 

最後は、産地の中小企業の事業承継の問題です。事業承継税制を抜本拡充することで、法

人・個人ともに、事業内承継を実質税負担なしで円滑に進めていただける環境を整備しました。

今後は、これらの税制を積極的に活用いただきながら、円滑な事業承継を実現していくことが重
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要です。 

当省としては、引き続き創意工夫をもって前向きかつ意欲的に取り組む事業者の皆様方を応

援してまいります。皆様の一層の御理解・御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

本年は、子（ねずみ）年。子はご存知のように十二支の始まりです。亥年で実を結んだ種が新

たに芽生えて育ち始めるように、一般財団法人日本綿スフ機業同交会はじめ、我が国の繊維産

業が大きな変革の時代を乗り越え、飛躍する一年になるよう、また、大きな災害のない年となるよ

う心から祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。 

 

 

●ＪＥＴＲＯ「欧米向けテキスタイル輸出展示商談会」開催  

１２月３日（火）、４日（水）の両日、大阪本町のＪＥＴＲＯ本部において海外招聘バイヤーとテキ

スタイル企業との「２０２１年春夏展示商談会」が開催された。綿工連傘下から、遠州の古橋織布

(有)、大阪南部の辰巳織布(株)、播州の遠孫織布(株)、岡山の(株)ショーワ、(株)タケヤリ、備中

のクロキ(株)、日本綿布(株)、広島の篠原テキスタイル(株)が出展した。招聘されたバイヤーは、

ＰＲＡＤＡ（イタリア）、Ａ.Ｐ.Ｃ（フランス)、Ｒｏｋｓａｎｄa（英国）、Ｓｉｅｓ Ｍａｒｊａｎ（米国）、Ｈｅｌｍｕｔ  

Ｌａｎｇ（米国））の５ブランド。この商談会は１２月６日（金）福井産地においても開催された。 

 

●ＳＣＭ推進協議会「第２回取引改革委員会」開催 

１２月４日（水）、東京有明のＴＦＴビル東館研修室において繊維ファッションＳＣＭ推進協議会

の「令和元年度第２回取引改革委員会」が開催された。細野委員長のショート講義の後、委員か

ら物流について床材、カーペット、反物など大きいサイズに関しては運送便の手配に支障があり

問題が深刻化しているとの報告があった。 

取引ガイドラインや自主行動計画の啓蒙については繊維業界団体に所属していない中小零

細企業への周知が課題となっている。国の協力も必要との意見も出された。 

 
●日本繊維産業連盟常任委員会開催  

１２月１８日（水)、東京霞が関の東海大学校友会館において日本繊維産業連盟の常任委員

会が開催された。当日は経済産業省から大内審議官、杉浦生活製品課長、商務・サービスグ 

ループから三牧クールジャパン政策課長ほかの出席があった。鎌原繊産連会長と大内審議官

の挨拶があり、続いて杉浦生活製品課長から「繊維産業の課題と経済産業省の取組み」、三牧

クールジャパン政策課長より「ファッション政策とクールジャパン政策について」、それぞれ説明

があった。その後、１月１７日の総会に係る議題等について了承された。  

 
●技能実習適正化推進委員会・取引適正化推進委員会開催  

１２月１８日（水）、繊産連常任委員会終了後、同所にて標記の委員会が開催された。技能実

習適正化推進委員会においては、第３回事業協議会フォローアップアンケート調査の結果が報
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告された。また、在留資格、特定技能に関する予備調査、今後のＯＥＣＤ（経済協力開発機構）

の取組みについての調査協力依頼が出された。  

また、技能実習第３号への移行申請の進捗状況についての報告があり、特定技能制度への

繊維産業の導入に向け必要な環境整備等について検討を始めることとしている。 

 

●一般財団法人日本綿業振興会「企画委員会」開催  

１２月１９日（木）、大阪綿業会館において標記委員会が開催された。当日は２０１９年度コット 

ンプロモーション事業実施状況、コットンマークの添付状況が報告され、２０２０年度の事業計画

及び予算(案)について説明があった。また、“ＵＳＡ ＣＯＴＴＯＮ”のサステイナビリティを推進す

るための綿花生産における取組みが報告された。  

 
●令和元年度補正予算案閣議決定 

１２月１３日、２０１９年度（令和元年度）補正予算案が閣議決定された。高齢者運転支援や 

キャッシュレスポイント還元、ポスト５Ｇ技術の開発促進など経済対策の費用を中心に４兆４７２２

億円の追加歳出を計上。また、税収が当初見積もりを大きく下回る６０兆２０００億円程度と３年ぶ

りに減少する見通しになったため、赤字国債が発行される。 

この中で経済産業省関連は総額９,１３５億円。うち中小企業の生産性革命３,６００億円、事業

承継の円滑化６４億円など。この補正予算案は来年１月の通常国会に提出される。 
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〇令和元年度補正予算の概要(経産省関係) 

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2019/hosei/ 

 



綿スフ織物情報              ２０２０年(令和２年)  １月号 Vol.１８４６ 

 
 

 

 - 12 - 

 



２０２０年(令和２年)   １月号 Vol.１８４６             綿スフ織物情報  

 
 
 

 - 13 - 

●令和２年度予算案閣議決定 

１２月２０日に令和２年度予算案が閣議決定された。一般会計総額は１０２.６兆円。経済産業

省関係の令和２年度当初予算は全体で合計１２,７１９億円。これに加えて、臨時・特別の措置と

して、消費税率引上げに伴う対策２,７５３億円、防災・減災、国土強靱化対策３４０億円。経産省

関係予算の概算要求については本誌９月号に掲載。 

〇令和２年度「経済産業省関連予算案等の概要」 

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/index.html 

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/index.html
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〇令和２年度「経済産業省関連予算案等の概要」 

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/index.html 

 
●令和２年度税制改正案閣議決定   

１２月２０日に令和２年度税制改正大綱が閣議決定された。   

 

 

 

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/index.html
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●経産省「第三者承継支援総合パッケージ」を策定 

経済省は、事業承継を促進するため、これまで法人・個人ともに承継時の税負担を実質ゼロ

にする「事業承継税制」などの支援策を講じてきたが、後継者未定の中小企業については、これ

までの対策では不十分な点があったため、今般、黒字廃業の可能性のある中小企業の技術・雇

用等の経営資源を次世代の意欲ある経営者に承継・集約することを目的に、「第三者承継支援

総合パッケージ」を取りまとめ、１２月２０日公表した。 

このパッケージの下で、官民の支援機関が一体となって、年間６万者、１０年間で６０万者の第

三者承継の実現を目指していくとしている。 

 

 

●令和２年度税制改正案閣議決定   

１２月２０日に令和２年度税制改正大綱が閣議決定された。   

〇中小企業の支援 

地域経済の中核を担う中小企業は深刻な人手不足等に直面している。これまで中小企業

の設備投資等の促進や事業承継に対する支援など、生産性向上や担い手を確保するための

財政支援を行ってきた。令和元年度税制改正においては、生産性向上や先進的な設備投資

の後押し、防災・減災対策のため、中小企業等向けの投資促進に係る各種税制の延長・創設

等を行った。引き続き、これらの制度の活用促進に努める。 

 令和２年度税制改正においては、中小企業とベンチャー企業の協動によるイノベーションを

推進し、これにより中小企業が自らの事業の革新を図ることを応援するために、中小企業から

ベンチャー企業への出資について所得控除を認める措置を創設する。地域経済やコミュニ

ティの維持・活性化といった地域課題の解決に資するローカル５Ｇについて、地域の中小企
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業等においても設備投資を促進するため償却資産に係る固定資産税の特例措置を創設する。 

 なお、地域活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動を支援する観点から、中小企

業における交際費課税の特例については見直しを行うことなく２年延長する。 
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ＥＰＡ（経済連携協定）／ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の動向 

●我が国のＥＰＡへの取組状況 
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 日  本  と  各  国  と  の  Ｅ  Ｐ  Ａ  交  渉              

●日・ＥＵ経済連携協定について 

経産省は昨年から日ＥＵ・ＥＰＡの原産地申告手続の運用に係る要望をＥＵ側に累次申し入

れており、６月２６日にブリュッセルで開催された第１回の原産地・税関小委員会において引き続

きの協議事項とされていた３点の諸問題についてＥＵ側と協議を行った結果、次のとおり合意さ

れた。税関の諸手続に関する運用も併せて日ＥＵ共通のガイドラインとして１２月１６日に公表さ

れ、その一部については経産省ウェブサイト（下記ＵＲＬ）に掲載されている。また、原産地手続

き簡略化についての具体的な取扱いについては本誌２０１９年８月号に掲載。 

    

【合意された内容】 

①協定第三・十七条２「その他商業上の文書」の明確化： 

 →「プロフォーマインボイス、船積書類（パッキングリスト、デリバリーノート）等を例示。 

②輸出者と生産者が異なる場合の生産者による自己申告の取扱い： 

 →認める。自身で作成する文書（対象となる文書は①が適用される）に記載できるほか、商

社が作成する文書上に記載することも可。 

③第三国インボイスが使用された場合の原産地申告の記載方法： 

 →国内に所在する生産者ないしは輸出者が作成する文書上（対象となる文書は①が適用さ

れる）に記載すればよい。 

以上に加えて、既に運用上認められながらもＥＵのガイドライン上に明記されていなかった「イ

ンボイス、その他商業上の文書」とは別紙への原産地申告の作成を認める旨も明記され、い

ずれも日本側の要望が認められる形となった。 

 

〇日ＥＵ共通のガイドライン 

https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/epa/eu/table1.pdf 

〇上記事項を含むガイドライン全体（財務省ＨＰ「自己申告及び確認の手引き」） 

https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_eu.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/epa/eu/table1.pdf
https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_eu.pdf
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日本関税協会「貿易と関税」２０１９年４月号 

 

○日ＥＵ協定の自己申告原産地証明書について問合せ先 

各税関原産地調査官 

名古屋税関 

電話番号：052-654-4205 

メールアドレス： nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp 

大阪税関 

電話番号：06-6576-3196 

神戸税関 

電話番号：078-333-3097 

メールアドレス： kobe-gensan@customs.go.jp 

 

○原産地証明書（税関ＥＰＡマニュアル） 

Ｐ.５１－５４ （Ｐ.５１の下方に原産地証明書サンプル） 

http://www.customs.go.jp/roo/origin/epa.pdf#search=%27%E6%97%A5EUEPA%E5%8E%9F%E7%94%A3%E5%9C%B0%E

8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%27 

 

 

 

 

 

http://www.customs.go.jp/nagoya/index.htm
mailto:nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp
http://www.customs.go.jp/osaka/index.htm
http://www.customs.go.jp/kobe/index.htm
mailto:kobe-gensan@customs.go.jp
http://www.customs.go.jp/roo/origin/epa.pdf#search=%27%E6%97%A5EUEPA%E5%8E%9F%E7%94%A3%E5%9C%B0%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%27
http://www.customs.go.jp/roo/origin/epa.pdf#search=%27%E6%97%A5EUEPA%E5%8E%9F%E7%94%A3%E5%9C%B0%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%27
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●日中韓経済連携協定について 

１２月２２日から２３日まで、中国・北京において第１２回日中韓経済貿易大臣会合が開催され、

日本からは梶山経済産業相が出席した。公表された共同声明では、２０２０年に妥結を目指す 

ＲＣＥＰ交渉に基づき、日中韓３か国がより高い水準で工業品・農産品の関税撤廃・削減などを

目指す日中韓ＦＴＡ交渉を加速させていくとの方針が盛り込まれた。 

  
〇日中韓経済貿易大臣会合において発出された共同声明 

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191222001/20191222001-2.pdf 

 
 

ＦＴＡ発効を踏まえたアジア貿易自由化への影響  

東アジアの繊維貿易フロー （２０１７年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191222001/20191222001-2.pdf
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●日・ＲＣＥＰ経済連携協定について 

北京での日中韓経済貿易大臣会合の共同声明においては、東アジア地域包括的経済連携

（ＲＣＥＰ）についても言及しており、２０１９年に発表されたＲＣＥＰに関する共同首脳声明におけ

るコミッ トメントを再確認するとしている。離脱に言及しているインドも含めた１６か国での２０２０年

の協定署名に向けた協力を確認した。２４日に開催された日中韓首脳会談においても、日中韓

ＦＴＡの交渉を加速させるとともに、ＲＣＥＰの早期妥結を目指すことで合意したと発表された。 

 

 
 
 

１．ＲＣＥＰが実現すれば、人口約３４億人（世界全体の約半分）、ＧＤＰ約２０兆ドル（世界全体

の約３割）、貿易総額約１０兆ドル（世界全体の約３割）を占める広域経済圏が出現。 

２．世界の成長センターであるアジア太平洋地域経済との連携強化は、我が国が経済成長を

維持・増進していくために不可欠。 

３．我が国の貿易総額に占めるＦＴＡ締結相手国との貿易の割合（ＦＴＡ比率）が２７％、（中国 

２１．２％、韓国５．６％）増加し、日本再興戦略の目標達成（２０１８年までにＦＴＡ比率７０％）

に寄与。 

４．物品貿易（関税撤廃・削減等）に加え、サービス貿易、投資、知的財産等が含まれるため、

これらの分野での我が国企業の活動を支援、地域におけるルール作りに貢献。 

５．広域のＦＴＡが実現することにより、参加国間における貿易・投資が更に促進されるとともに、

地域における効率的なサプライチェーンの形成等に寄与。 

 

●日・トルコ経済連携協定について 

外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_turkey/index.html 

 

●日・コロンビア経済連携協定について 

外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_colombia/index.html 

   

●日・カナダ経済連携協定について  

外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_canada/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_turkey/index.html
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●特許公開情報 

２０１９年１２月に公開された織物の製造方法に関する、特許公開情報です。 

特許電子図書館 HP： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 

検索範囲： 4L048, D03D1/00～D03D27/00 

 

 

 

 

 綿工連 ２０１９年（平成３１年・令和元年） 一年の動き  

１月１１日………… 繊産連監査委員会（東京・繊維会館） 

１月１６日………… 繊産連役員総会・賀詞交換会（東京・東京プリンスホテル） 

１月２４～２５日……ビワタカシマ２０２０春夏素材展 東京展（東京・ふくい南青山２９１） 

１月２９～３０日……播州織総合素材展（東京・アキバスクエア） 

１月３０日…………第１２５回繊維通商問題委員会（東京・繊維会館） 

２月７～８日……… ビワタカシマ２０２０春夏素材展 大阪展（大阪・綿業会館） 

２月２１～２２日……遠州織物コレクション（東京・文化ファッションインキュベーション） 

２月２６日…………綿スフ工連／綿工連／同交会理事会（大阪・綿業会館） 

２月２７日…………第１２６回繊維通商問題委員会（東京・繊維会館） 

３月 ２日………… 綿工連綿’s 倶楽部全国交流会（名古屋・名古屋観光ホテル） 

[特許公開情報] （２０１９年１２月公開分） 

＜１２月分＞   

項番 文献番号 出願人 発明の名称 

1 特開 2019-206768 ユニチカトレーディング（株） 
ポリエステル高捲縮加工糸、織編物、および

ポリエステル高捲縮加工糸の製造方法 

2 特開 2019-210487 三菱ケミカル（株） 
繊維強化樹脂成形材料及びその製造方法、並

びに繊維強化樹脂成形品 

3 特開 2019-214177 ユニチカ（株） 膜材料及びこれを用いた膜天井 

4 特開 2019-214690 （株）豊田自動織機 繊維強化複合材及び織物基材 

5 特開 2019-214798 東レ（株） 偏心芯鞘複合繊維を用いた織編物 

6 特開 2019-214814 東レ（株） 紡績糸および織編物 

7 特開 2019-215291 
杉田電線（株） 

井上リボン工業（株） 
歪センサ素子及びその製造方法 

8 特開 2019-218644 一広株式会社 二重ガーゼ織物およびその製法 

9 特開 2019-218659 （株）ダイセル 耐熱性を有する繊維、及び布 

10 特開 2019-221128 チェ、ミョン シク（韓国） 
ワイヤーハーネス用の織物パッドテープ及び

その製造方法 
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３月１９～２０日……第７回綿織物産地素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

３月２２日………… 外国人技能実習生受入企業連絡会議(大阪・綿業会館) 

４月２５日………… 第７回繊維産業技能実習事業協議会(経済産業省) 

４月２６日………… 綿スフ工連／綿工連／同交会監事会（東京・綿工連会館） 

４月２６日…………第１２７回繊維通商問題委員会（東京・繊維会館） 

５月１１日………… 綿工連綿'ｓ倶楽部委員会（大阪・綿業会館） 

５月２１～２２日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０２０Ｓ/Ｓ（東京国際フォーラム） 

５月２４日………… 綿スフ工連／綿工連通常総会、同交会理事会・評議員会（大阪・綿業会館） 

５月２９日………… 第３回繊維産業技能実習事業協議会(経済産業省) 

６月１１日………… ＳＣＭ推進協議会総会（東京・ＴＦＴビル） 

６月１８日………… ＳＣＭ推進協議会取引改革委員会（東京・ＴＦＴビル） 

６月２０日………… 第１２８回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

６月２５～２６日……ジェトロ欧米向けテキスタイル輸出展示商談会（東京・ジェトロ本部） 

６月２８日…………          ”         （名古屋・あいち国際ビジネス支援センター） 

７月２７日………… 綿工連綿’s 倶楽部委員会(大阪・綿業会館) 

７月３０日………… 繊産連常任委員会、技能実習適正化・取引適性化推進委員会（霞ヶ関ビル）   

８月 ８日………… 第１２９回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

９月２６日………… 広幅先染専門委員会【拡大】（播州産地） 

９月２６日………… 第１３０回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

１０月１８日………… 綿スフ工連／綿工連／同交会監事会（東京・綿工連会館） 

１０月３１日………… 綿スフ工連正副理事長会議（大阪・綿業会館） 

１１月 １日………… 第８回繊維産業技能実習事業協議会(経済産業省) 

１１月 ８日 …………近畿以西【拡大】事務局会議（広島産地） 

１１月１３日………… 第１３１回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

１１月１９～２０日……ＪFW-Premium Textile Japan ２０２０Ａ/Ｗ、JFW-Japan Creation ２０２０ 

                                             （東京国際フォーラム） 

１１月２１日 …………第９回日中韓繊維産業協力会議（韓国・釜山） 

１１月３０日 …………綿工連綿’s 倶楽部委員会(名古屋・ウインクあいち) 

１２月 ４日………… ＳＣＭ推進協議会取引改革委員会（東京・ＴＦＴビル） 

１２月１８日………… 繊産連常任委員会（東京・東海大学校友会館） 

 

１月以降の行事 

１月１０日………… 繊産連監査委員会（東京・繊維会館） 

１月１７日………… 繊産連役員総会・・賀詞交換会（東京・東京プリンスホテル） 

１月２９～３０日……播州織総合素材展（東京・アキバスクエア） 

２月６～７日……… ビワタカシマ２０２１春夏素材展 大阪展（大阪・綿業会館） 
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２月２１～２２日……遠州織物コレクション（東京・文化ファッションインキュベーション） 

２月２８日………… 綿工連綿’s 倶楽部全国交流会（和歌山産地） 

３月１２～１３日……第８回綿織物産地素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

３月３０日………… 綿スフ工連／綿工連／同交会理事会（大阪・綿業会館） 

５月１３～１４日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０２１Ｓ/Ｓ（東京国際フォーラム） 

５月２５日…………綿スフ工連／綿工連通常総会、同交会理事会・評議員会（大阪・綿業会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ジャパン・コットン・マーク”は 
優れた国産綿素材製品の証明です 

 

国産綿素材の優れた品質をアピールして需要振興を

図るため、国内で製造した綿素材の織物を使用した

繊維製品に対してジャパン・コットン・マークの表示を

推進しております。 


